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納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。 税

の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
／
第
4
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
4
期

介
護
保
険
料
／
第
4
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
4
期

保　
育　
料
／
11
月
分

納　
期　
限
／
11
月
30
日（
木
）

11
月
の
納
税
等

Pay-easy

並
び
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で

は
領
収
証
書
が
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
領
収

証
書
が
必
要
な
方
は
、
金
融
機
関
等
の
窓

口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

御
希
望
の
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い
る
金

融
機
関
の
窓
口
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

西
尾
張
県
税
事
務
所

　

県
民
税
・
事
業
税
第
二
グ
ル
ー
プ
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（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

http://w
w

w
.pref.aichi.jp/zeim

u/

　

東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
で
は
、「
税

を
考
え
る
週
間
」に
お
け
る
支
部
行
事
と
し

て
、
次
の
と
お
り
「
無
料
税
務
相
談
会
」
を

開
催
い
た
し
ま
す
。
税
金
に
関
す
る
こ
と
に

つ
い
て
心
配
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お

気
軽
に
相
談
会
場
に
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時
・
場
所

11
月
12
日（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
2
時

ヨ
シ
ヅ
ヤ
津
島
本
店

11
月
23
日（
木
）祝
日

午
前
10
時
～
午
後
２
時

甚
目
寺
総
合
体
育
館（
ね
ん
ぐ
祭
り
会
場
内
）

●
問
合
せ
先

　

東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
事
務
局

　

☎
２
３
―
０
４
５
５

　

平
日　

午
前
９
時
～
午
後
３
時

　

http://w
w

w
.ta-tsushim

a.gr.jp/

　

個
人
事
業
税
の
第
2
期
分
の
納
期
限
は

11
月
30
日（
木
）で
す
。

　

11
月
中
旬
に
県
か
ら
納
付
書
を
お
送
り

し
ま
す
の
で
、
次
の
方
法
の
い
ず
れ
か
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

○
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
協
、

ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
代
理
店
の
郵
便
局
を

含
み
ま
す
。）等
の
金
融
機
関

○
コ
ン
ビ
ニエ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店

※
納
付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下
の

も
の
に
限
り
ま
す
。

○
県
税
事
務
所

○Pay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応
し
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
又
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
愛
知
県
県
税
専
用
お

支
払
サ
イ
ト
）で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

よ
る
納
付（
１
万
円
ご
と
に
73
円（
消
費

税
別
）の
決
済
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。）

　

な
お
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
及
び
郵
便
局
、

　

飛
島
村
で
は
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
い
た

だ
く
た
め
に
、
口
座
振
替
制
度
を
推
奨
し
て

い
ま
す
。
一
度
申
し
込
み
す
る
と
毎
年
自
動

的
に
引
き
落
と
し
さ
れ
る
た
め
、
納
税
の
た

め
に
出
掛
け
る
手
間
が
省
け
る
う
え
、
納

期
限
を
う
っ
か
り
忘
れ
た
時
も
安
心
で
す
。

◎
口
座
振
替
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
．
申
し
込
み
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
．
飛
島
村
指
定
の
金
融
機
関
に
口
座
振

替
依
頼
書（
村
及
び
金
融
機
関
窓
口
に

備
え
付
け
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

預
貯
金
通
帳
、
届
け
出
印
、
納
税
通
知

書
が
必
要
で
す
。

※「
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
様
式
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
→
税
金
」か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

※
取
扱
金
融
機
関
は
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ

銀
行
、
愛
知
銀
行
、
中
京
銀
行
、
名
古

屋
銀
行
、
百
五
銀
行
、
三
重
銀
行
、
桑

名
信
用
金
庫
、
い
ち
い
信
用
金
庫
、
あ

い
ち
海
部
農
業
協
同
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
、
郵
便
局
で
す
。

Ｑ
．
引
き
落
と
し
は
い
つ
か
ら
で
す
か
？

Ａ
．
口
座
振
替
依
頼
の
あ
っ
た
月
の
翌
々

月（
2
か
月
後
）の
納
期
分
か
ら
で
す
。

（
例　

12
月
中
に
依
頼
書
を
提
出
し
て

い
た
だ
い
た
場
合
、
２
月
末
納
期
分
か

ら
引
き
落
と
し
に
な
り
ま
す
）

Ｑ
．
口
座
振
替
で
き
る
税
目
等
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

Ａ
．
個
人
村
県
民
税（
普
通
徴
収
）、
固
定

資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

険
税
、
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用

料
、
堤
塘
占
用
料
、
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、保
育
料
で
す
。

Ｑ
．
私
一
人
名
義
の
固
定
資
産
税
と
共
有

名
義
の
固
定
資
産
税
を
、
一
枚
の
口
座

振
替
依
頼
書
で
申
し
込
め
ま
す
か
？

Ａ
．
共
有
名
義
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ

う
に
年
度
、
納
税
通
知
書
番
号（
若
し

く
は
、
共
有
者
氏
名
及
び
持
分
）を
ご

記
入
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
妻
と
共
有
す
る
固
定
資
産
と
父
と
共

有
す
る
固
定
資
産
が
あ
る
場
合
、
口
座

振
替
依
頼
書
は
そ
れ
ぞ
れ
必
要
で
す
か
？

Ａ
．
共
有
の
名
義
ご
と
に
必
要
で
す
。

Ｑ
．
所
有
す
る
複
数
台
分
の
軽
自
動
車
税

を
口
座
振
替
し
た
い
の
で
す
が
、
一台
ご

と
に
口
座
振
替
依
頼
書
が
必
要
で
す
か
？

Ａ
．
一
枚
の
口
座
振
替
依
頼
書
で
す
べ
て

が
振
替
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
特
定
の

車
両
を
選
ん
で
口
座
振
替
に
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

Ｑ
．
国
民
健
康
保
険
税
を
口
座
振
替
に
し

た
い
の
で
す
が
、
納
税
義
務
者
は
誰
に

な
り
ま
す
か
？

Ａ
．
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。
世
帯

主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

く
て
も
、
同
じ
世
帯
の
誰
か
が
加
入
し

て
い
る
と
、世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
．
口
座
の
名
義
人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま

い
、
口
座
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
．
す
ぐ
に
、
担
当
課
ま
で
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。
担
当
課
に
て
、
ご
相
談

内
容
に
沿
え
る
よ
う
、
適
切
に
対
応
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

暮
ら
し
と
税
金

無
料
税
務
相
談
会
の
開
催

納
税
は
便
利
で
安
心
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

個
人
事
業
税
第
2
期
分
の

納
税
を
お
忘
れ
な
く

information


